
・予算外や臨時の費用支出に対してスピーディーにご融資いたします。

・大規模修繕費用に対してもご融資が可能です。

・ご融資に加えて、設備・機器についてはリースもご利用いただけます。
（リース期間満了後、管理組合さまへ無償譲渡する方式もご選択できます）

マンション管理組合さま向けファイナンス

マンション管理組合さま専用のファイナンス

１．マンション管理組合さま向けファイナンスとは

２．マンション管理組合さま向けファイナンスのメリット

３．マンション管理組合さま向けファイナンスご利用の留意点

弊社営業担当に
お気軽にご相談ください・・・

シャープファイナンス株式会社

https://www.f-sfc.co.jp/corporate/base/

営業拠点

・任意団体であるマンション管理組合さま専用のプランです。

・共用部分の修繕費用に対するご融資が可能です。

・共用部分へ設置する設備・機器についてはリースでのお取り扱いも
可能です。

・管理組合総会議事録のご提出をお願いします。

・審査に当たっては管理組合規約や収支決算報告書等のご提出をお願いします。

・金銭消費貸借契約時には、別途印紙代がかかります。

・新築物件でマンション管理組合設立前のご契約となる場合もご相談下さい。
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